
高等学校施設整備指針の改訂について

改訂の背景
　新制高等学校発足当初（昭和23年）約42パーセントであった高等学校進学率は、現在では98パーセントに達しており、高等学校は国民

的な教育機関となっています。高等学校進学率の上昇に伴い、生徒の能力・適性、興味・関心、進路などが多様化しており、生徒一人一人

の個性を伸ばす高等学校教育が求められています。

　このため、生徒一人一人の個性を伸ばす特色のある高等学校づくりが可能となるよう、中高一貫教育校、総合学科や単位制高等学校の

設置、また、特色ある学科・コースの設置などを推進するとともに、自校以外での学修成果の単位認定の幅の拡大などを通じて、多様なカ

リキュラムづくりが可能となるよう、高等学校教育改革を推進しています。

　また、平成21年3月には子どもたちの「生きる力」をより一層はぐくむことを目指し、高等学校学習指導要領が改訂されました。

　今回の改訂では、約60年ぶりに改正された教育基本法等において明確となった教育の理念を踏まえ、「生きる力」を育成すること、知

識・技能の習得と思考力・判断力・表現力等の育成のバランスを重視すること、道徳教育や体育などの充実により、豊かな心や健やかな身

体を育成すること、の3つの基本的な考え方に基づき行われました。具体的には、言語活動や理数教育の充実などの教育内容の改善が図

られています。

　これら、高等学校教育改革の現状や高等学校学習指導要領の改訂、キャリア教育・職業教育の推進、また、地球温暖化等の環境問題な

ど社会環境の変化への対応を踏まえ、平成22年6月から、現行の高等学校施設整備指針の見直しを行うための検討が進められ、平成23

年3月に高等学校施設整備指針が改訂されました。

学校施設整備指針とは
「学校施設整備指針」は、学校教育を進める上で必要な施設機能を確保するために、計画及び設計における留意事項を示したものです。

改訂の概要

■ 生徒の個性化・多様化等への対応
１．主体性を養う空間の充実
・ 自発的な学習を促すための空間や多様な生活場面を選択できる空間、
また、日常的なコミュケーションを促す空間等の充実

２．学習・生活空間の質の維持・向上
・ 良好な環境条件の確保のため、室温、音の影響等にも配慮

３．効果的・効率的な施設整備
・ 多様化を踏まえ、各学校において計画及び設計の留意点が異なること、
また、教育内容に十分配慮した上で、履修人数の変化への対応や複数
の教科等での共用等効果的・効率的な施設整備の観点を考慮

■ 学習指導要領改訂への対応
１．理数教育の充実
・ 多様な教育方法に対応するため、理科関係教室と図書室や視聴覚教室
等との連携に配慮した施設計画
・ 多様な実験器具や情報機器等が活用でき、演示実験のしやすさに配慮
した理科関係教室の計画

２．情報教育の充実
・ 各室・空間は、コンピュータ等の情報機器や校内ネットワークの導入
に配慮

３．言語活動の充実
・ 各教科等の発表・討議・レポート作成等の様々な言語活動に対応できる
よう、普通教室、特別教室等と図書室、講義室、ゼミ室等の連携を考慮し
た計画

４．運動環境の充実
・ 日常的に運動に親しめるよう配慮した計画。屋内運動場については、十
分な通風や採光等を確保。便所、更衣室、シャワー室等の附属施設につ
いては、利用状況等に応じた、適切な計画

■ 社会環境の変化等への対応
１．キャリア教育・職業教育の充実
・ 地域の諸機関、企業等の人材を受入れ、教育活動への多様な活力の
導入・活用を促す計画。また、大学、他の高等学校・中学校等との連携
を考慮

２．特別支援教育の推進
・ 障害のある生徒が在籍する場合があることを考慮した計画

３．環境面への配慮
・ 環境負荷の低減や自然との共生等を考慮し、温室効果ガス排出量削減
や教材としての活用など施設環境の一層の充実
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宮城県白石市

宮城県白石高等学校
■学科等／普通科・看護科

■クラス数／27クラス

■生徒数／1,057人

■建築主／宮城県

■所在地／宮城県白石市八幡町9-10

■工事種別／新築

■敷地面積／18,319㎡

■延床面積／16,167㎡

■竣工／2010年2月　　

普通科と看護科の両科の特性に対応した各室を整備、
専攻科看護科にも対応した施設を実現
現宮城県白石高等学校の校舎は、2010年度の宮城県白石高等学校と宮城県白石
女子高等学校との統合に対応するために新築された。普通科と専攻科を含む看
護科を併設する新校舎は、両科の特性を考慮した空間配置に重きを置いている。

■配置図

■2階平面図

計画に見られる
指針改訂のポイント
1.主体性を養う空間の充実
2.効果的・効率的な施設整備
3.運動環境の充実
4.キャリア教育・職業教育の充実

校舎全景。狭隘な土地にありながら、各棟が適切な距離を取りつつ、コンパクトに集約された。
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自然と生徒に自学・自習の習慣が広まっ
ています。
（写真1～3）

ラーニングスペース）があります。オープ
ンなLSは、進路室や各教科準備室前に
あり、疑問があれば準備室内にいる教員
に質問することができます。
クローズドなLSは、朝や空き時間、放課
後など教室が騒がしくなる時間帯に勉強
したい生徒がよく利用しています。
また、進路室や談話コーナー、職員室前
の長机などでも学習に取り組む生徒の
姿をよく目にします。
生徒が自然と利用する場所の近くに、た
くさんの学習スペースを設けることで、

生徒が利用しやすい場所に
学習スペースを遍在させる

普通科は、進学重視型の教育課程を導入
しており、新校舎では生徒の自学・自習
を支える場づくりに注力しました。
昇降口前にある学年問わずアクセスし
やすい図書館は、閲覧用の机が並んでお
り、読書だけでなく勉強に励む生徒も少
なくありません。
普通科棟の2～4階の各フロアには、オー
プンとクローズドな学習スペース（LS：

教職員の視点

1.主体性を養う空間の充実
校内に遍在する自発的な学習の場

1　オープン（左）とクローズド（右）な学習スペース（LS）。オープンなLSには、光井戸に沿うように配された机もある。
クローズドなLSは、一部ガラス張りになっており、室内の圧迫間を軽減している。

2　普通教室間の談話コーナー。友人同士で語りあったり、昼食を取るスペース
として利用されている。教室からアクセスしやすい場所に整備しており、短時間
の面談や生徒から相談事を聞くときにも利用されている。

3　図書館には自習ができるブースもある。

この事例集で紹介する高等学校の計画に見られる
今回の施設整備指針改訂のポイント
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掲載ページ 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40

主体性を養う空間の充実 ● ● ● ● ● ● ● ●
学習・生活空間の質の維持・向上 ● ● ● ●
効果的・効率的な施設整備 ● ●
理数教育の充実 ● ● ●
情報教育の充実 ● ● ● ●
言語活動の充実 ● ●
運動環境の充実 ● ●
キャリア教育・職業教育の充実 ● ● ● ● ● ●
特別支援教育の推進 ●
環境面への配慮 ●

【事例集の使い方】

施設の規模や、生徒数等、学校の基礎データを
示しています。

事例として取り上げられた高等学校施設の計画に見られる
施設整備指針改訂のポイントを図表や写真を用いて
わかりやすく示しています。

事例として取り上げられた高等学校施設の計画に
見られる施設整備指針改訂のポイントを示しています。

校長、教職員、生徒、設計者、検討委員会委員の視点から
施設の紹介を行っています。
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